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   家庭等で、新型コロナウイルスなどの感染症の感染者が発生した場合には、鼻水や痰などが付

着した『テイッシュ』や『マスク』をごみとして出すことが考えられます。 

こうした場合ごみは、『世帯毎に個別収集』とし、適正に処理すれば感染を防止することがで

きますので、次のことを守って感染症の拡大と防止にご理解とご協力をお願いします。 

 

１．感染拡大防止のためのお願い 
 日常生活においてごみ収集は重要で、収集業務にあたる職員が安全に業務を行ってい 

くためにも適正にごみを出していただくことが重要です。 

 また、使い終わったマスクなど路上へのポイ捨てなどは絶対にしないようにお願いし

ます。 

 

２．ごみの捨て方 （通常とは異なります） 

 

（１）鼻水等が付着したマスクやティッシュの捨て方    

 ◎ごみ袋へ直接触れない （マスクやティッシュはビニール袋など

に入れてしっかりしばる） 

 ◎袋に入れたごみを、指定ごみ袋に入れる。 

 ◎ごみ袋（指定ごみ袋）はしっかりしばって密閉して出す。 

 ◎ごみを捨てた後は石鹸を使用して流水でしっかり手を洗う。 

 

（２）飲み終えたペットボトルの捨て方    

 ◎ペットボトルをビニール袋に入れて封を閉じて、燃えるごみ 

の指定袋に入れて出してください。（リサイクルはしません） 

◎ごみを捨てた後は石鹸を使用して流水でしっかり手を洗う。 

 

（３）不燃ごみの捨て方（びん・缶・食器類） 

  ◎不燃ごみは指定ごみ袋に入れ、しっかりしばって出す。 

 ◎ごみを捨てた後は石鹸を使用して流水でしっかり手を洗う。 

  

 

  

 

 

新型コロナウイルスに関するごみの出し方についてお願い 

（感染している方及び感染の疑いがある方の世帯におけるごみの出し方） 

燃えるごみ 

埋立ごみ 

出されるごみは、ご家族の感染防止だけでなく、個別収集の作業が安 

全に行えるよう正しいごみの出し方にご理解とご協力をお願いします。 

＜お問い合わせ＞ 

ごみ焼却施設 清美苑 TEL 08514-6-1338 FAX 08514-6-1338 

西ノ島町環境整備課  TEL 08514-6-1748 FAX 08514-6-0186 

燃えるごみ 


